
日光市生涯学習出前講座実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市民で構成された団体又はグループ（以下「団体等」という。）

の要請に応じ、当該団体等が主催する学習活動の場に市職員等が講師として出向

き、行政の取組みの説明や、専門的な知識又は技術を提供する学習機会を提供す

ることにより、市民の市政に関する理解を深め、もって生涯学習によるまちづく

りを推進するため実施する日光市生涯学習出前講座（以下「出前講座」という。）

について必要な事項を定めること目的とする。 

 （対象） 

第２条 出前講座を受講することができる者は、原則として、市内に在住、在勤又

は在学する１０人以上の者で構成された団体等とする。 

 （内容） 

第３条 出前講座の内容は、毎年教育委員会が別に定めるものとする。 

 （開催日時及び場所等） 

第４条 出前講座の開催日時は、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）

を除く日の午前９時から午後９時までのうち、２時間以内とする。ただし、２時

間を超える内容の場合はこの限りではない。 

２ 出前講座の開催場所は、市内に限るものとし、その会場については、受講する

団体等の責任において確保するものとする。 

 （申込み） 

第５条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者（以下「申請者」という。）

は、出前講座の開催を希望する日の２０日前までに、日光市生涯学習出前講座受

講申込書（様式第１号）を教育長に提出するものとする。 

 （決定） 

第６条  教育委員会は、前条の申込みがあったときは、その申込内容について調整 

の上、受講の可否を決定し、日光市生涯学習出前講座受講決定通知書（様式第２

号）により、申請者に通知するものとする。 

 （受託の制限） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座 

  を受託しない。 



（１） 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。 

（２） 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。 

（３） 出前講座の目的に反し、その開催が適当でないとき。 

２ 教育委員会は、前条の規定による決定を受けた団体等が、前項各号のいずれか 

に該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。 

 （変更後の届出） 

第８条 第７条第１項の規定により出前講座受託の決定を受けた申請者は、開催日

時、場所その他申込事項を変更しようとするとき又は講座の受講を中止しようと

するときは、速やかに日光市生涯学習出前講座変更・取消届出書（様式第３号）

を教育長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更について

は、この限りではない。 

 （費用等） 

第９条 出前講座の講師料は、無料とする。ただし、材料費その他受講に係る費用

は、団体等において負担するものとする。 

（所管） 

第１１条 出前講座は、教育委員会中央公民館が所管する。ただし、申込み等の受

付事務は、各地区公民館でも行うことができる。 

２ 講師派遣等に係る事務については、講師の所属する課等において行う。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

日光市生涯学習出前講座受講申込書 

年  月  日 

日光市教育委員会教育長 様 

団体（グループ）名 

郵便番号 

住  所 

代表者氏名  

連絡先  電話（  ）     ＦＡＸ（  ） 

担当者名 

「ひかりの郷にっこう出前講座」を受講したいので、次のとおり申し込みます。 

希望講座№ № 希望講座名 
 

第１希望  年  月  日（ ） 時  分～ 時  分 

第２希望  年  月  日（ ） 時  分～ 時  分 希 望 日 時 

第３希望  年  月  日（ ） 時  分～ 時  分 

開 催 場 所  

（所在地           電話番号         ） 

参加予定人数 
人（男   人、女   人） 

主な対象（年令層等） 

開 催 目 的 
 

備   考 
特にお聞きになりないことなどがありましたら、ご記入ください。 

 

申 込 受 付 公民館 

㊟１．必要事項をご記入の上、直接持参、郵送、ＦＡＸ等で希望日時の２０日前までに

お申込ください。 

２．この講座は、学習機会を提供するものであり、要望や苦情、交渉をする場ではあ

りませんので、趣旨をご理解の上、お申込ください。 

３．政治・宗教活動または営利活動を目的とする場合、実施できませんのでご了承く

ださい。 

４．担当課の業務や講師の都合または他の団体の申込状況等の関係で、開催日時のご

希望に添えない場合がありますのでご了承願います。 



様式第２号 

 

日光市生涯学習出前講座決定通知書 

 

年  月  日 

 

団体名 

代表者        様 

 

日光市教育委員会教育長 □印  

 

年  月  日付けで申し込みのありましたこのことについて、次のとおり

受託（不受託）の決定をしましたので通知します。 

 

希望講座№ № 希望講座名  

日 時 年  月  日（  ）  時  分～  時  分 

開 催 場 所  

参加予定人数        人 

講 師 

 

所属       課       担当 

 

職・氏名             連絡先 

 

○当日の日程など詳細につきましては、事前に講師と連絡を取り、

お進めください 

受 託 条 件  

不受託理由  

備   考  

 



様式第３号 

 

日光市生涯学習出前講座変更・取消届出書 

 

年  月  日 

 

団体（グループ）名 

郵便番号 

住  所 

代表者氏名  

連絡先  電話（  ）     ＦＡＸ（  ） 

担当者名 

 

年  月  日付けで申し込みました受講内容について、次のとおり（変

更・取消）したいので届けます。 

希望講座№ № 希望講座名  

希 望 日 時 年  月  日（  ）  時  分～  時  分 

開 催 場 所  

 変更又は取消 

の理由 
 

備 考  

※変更が生じた事項についてのみ記入してください。 


